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令和８年度 

（2026年度） 会計管理者の取り組み 
＜部長の方針・考え方＞ 

①市の会計執行機関として、法令等に基づく適正かつ円滑な会計業務を執行します。 

②公金の出納にあたっては、常に効率的な事務執行に努めるとともに、業務のデジタル化に継続して取り組み、

相手方である市民や事業者の利便性の向上に繋げます。  

③予測困難な近年の経済情勢を踏まえ、物価高騰などにより歳計現金や基金の資産価値が逓減しないよう、よ

り確実かつ効率的な保管・運用に努め、安定した財政運営に資するよう取り組みを進めます。 

 

＜部の構成＞ 

会計課 

 

 

 

 

 

 

＜主な担当事務＞ 

(1)現金（基金に属する現金を含む）、有価証券及び物品

の出納・保管に関すること。  

(2)収入及び支出命令の審査に関すること。  

(3)財政資金の需要計画の策定に関すること。  

(4)決算及び付属書類に関すること。  

(5)指定金融機関・収納代理金融機関に関すること。  

(6)基金の管理及び運用に関すること。 

 

 

重点的な取り組み： 適正かつ円滑な会計事務の執行 

 支出手続きにおいては、法令等に基づき厳正に審査を行い、不適切な公金支出を防止するとと

もに、適正かつ速やかな収入手続きを実施することで、より正確性の高い公金管理に努めます。 

 また、災害時や不測の事態においても、必要な支出を滞りなく行える手法を検討するなど、安

定した会計事務の確立を目指します。 

 

 

重点的な取り組み： 会計事務のデジタル化への取り組み 

 公金収納事務においては、令和６年度から進めているｅＬＴＡＸ（地方税共通納税システム）

の地方税以外の公金収納への活用について、一部の公金を除き、９月からの運用開始を目指して、

対象となる公金の各基幹システムの改修や必要な手続きを進めています。その他の公金について

も、事務フローの検証、見直しを行いながら、業務のデジタル化を積極的に進めます。 

こうした取り組みにより、市民・事業者の利便性だけでなく、金融機関の事務処理の効率化や

本市会計事務の正確性の向上に繋げます。 

 

 

重点的な取り組み： 資金の効果的な運用 

 歳計現金や基金等の保管・運用にあたっては、法令に基づき、安全性の確保を最重要視しつつ、

効率性を追求する観点から、金融機関へ定期預金の預入れや債券の購入を計画的に行っていると

ころです。 

近年、物価高騰による市場経済や市財政への影響が懸念される一方、金利上昇の動きも見られ

ます。こうしたことから、今後も長期財政の見通しや金融情勢を踏まえ、より有利な条件で資金

運用ができるよう、金融商品の選定や運用手法のさらなる検証を進めます。これにより、保有す

る資金の価値を維持するとともに、より効果的な運用を図ります。 


